
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本部工務部会は、除草作業から組合員の命を守るために７月５日から今日まで「触車事故防止

学習会」を開催してきました。９月１５日は、１０名の組合員が参加しました。 
 参加者からは、「触防の適応範囲が、現場では分かりづらく不安だと言う声が職場で出ている」

「手が空いている社員は、伐採もさせられるのではないかと言う不安がある」などの意見が出さ

れました。 
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除草作業から命を守る 

第 41 回触車事故防止学習会! 

延べ ４85 名参加 

触防の適応範囲が

現場では分かりづ

らくて不安だな? 

手が空いていれば、

伐採もさせられる

かも! 


